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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、社是「謙虚な心で皆様と共に進む」に基づき常に最良のコーポレート・ガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組みます。

具体的には、次の考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組むものとします。

（１）株主の権利を尊重し、平等性を確保する。

（２）株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。

（３）会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。

（４）監査等委員会の設置・運用により、取締役会による業務執行の監督機能を実行化する。

（５）当社と株主との間で建設的な対話を行う。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2④．議決権行使プラットフォーム利用、招集通知の英訳】

　現時点において当社では、株主における機関投資家や海外投資家の比率が低い状況であり、議決権の電子行使の環境作りや招集通知の英訳
を進める事は、合理的ではないと認識しております。但し、外国人株主の増加等その利便性向上が株主の平等原則に照らして必要と判断される
場合については、費用対効果を鑑みつつ検討していく所存です。

【補充原則2-4①．中核人材の登用等における多様性の確保】

　当社は現状人数規模が比較的小さく、母集団としては限られることから、中核人材の登用等における多様性の確保にかかる目標値を定めては
おりませんが、女性・中途採用者の管理職登用につきましては、現時点で複数の実績があります。今後の企業規模の拡大に応じて、具体的な目
標値の設定並びに実績値の開示についても検討してまいります。

【補充原則3-1②．英語での情報開示・提供】

　現在、当社は海外投資家の比率が低く、英語での情報の開示・提供を進める事は、合理的でないと考えておりますが、外国人投資家の比率が
一定基準より上昇した場合には、その必要性を踏まえ、英文開示資料を作成し公開する事を検討してまいります。

【補充原則3-1③．サステナビリティについての取組等についての開示】

　当社はこれまでにもノンVOCインキの使用や、カレンダー接着にホットメルト方式を採用するなど、環境負荷の低減を意識した取組みを行ってお
ります。

　当社のサステナビリティの取組みに関しましては、「サステナビリティ基本方針」を定め、当社ホームページに開示しております。

　また、人的資本・知的財産への投資等の重要性等の観点を踏まえた実効的な監督の方法・体制づくりについては、人的資本・知的財産に関する
経営戦略との整合性を意識した開示とあわせ、今後検討してまいります。

【補充原則4-1②．中期経営計画に対するコミットメント】

　中期的な経営計画については、目標の達成度合やその要因を含め決算説明会資料に記載しておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響
により具体的な数値目標の算出が困難な状況にあるため、今期は定性的な項目のみの開示に留めております。今後、市場の状況を鑑みつつ、
徐々に開示するとともに、その達成に向けて最大限の努力を行う所存であります。

【補充原則4-10①．指名委員会・報酬委員会に関する考え方】

　当社は会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会等の独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役を含む取締役会
において決議することにより、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図っております。

【補充原則4-11①．取締役会全体としての能力、多様性等の考え方】

　当社の取締役会は、代表取締役である監査等委員でない取締役及び監査等委員である社外取締役３名の計４名で構成しており、各取締役は、
印刷業界、印刷知識、営業（マーケティング）、経営、財務経理等の各分野において専門的知識と豊富な経験を有しており、取締役会としての役
割、責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立した形で構成していると認識しております。

また、各監査等委員である取締役は、税理士や弁護士としての経験から幅広い見識を有している者であり、財務、会計、法律に関する適切な知見
を有しております。

取締役のスキルに関するスキル・マトリックスにつきましては、今後、開示へ向けた検討を進めてまいります。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応（検討中）】

当社は、資本コストの把握等の現状分析、計画の策定・開示について検討を行っておりますが、2023年３月31日の東京証券取引所からの要請に
対応すべく、資本コストや株価を意識した経営の実現に向け、次期中期経営計画策定とあわせて具体的な内容の検討を進めております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】



【原則1-4．政策保有株式】

　政策保有株式につきましては、原則として縮減方針であり、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する、という合理性のある場
合のみ、保有することを基本方針としております。

個々の政策保有株式の合理性については、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を取締役会で定期的、
継続的に検証しております。検証の結果、保有銘柄に関して保有する意義または合理性が認められないと判断された場合は、政策保有株式の縮
減を進めてまいります。

　政策保有株式の議決権行使にあたっては、それぞれの議案が、当該企業の中長期的な企業価値の向上を図るものか、当社の「政策保有株式
に関する基本方針」に沿っているか、当社の中長期的な企業価値の向上に繋がるものか、との観点から賛否を総合的に判断し、行使を行っており
ます。

【原則1-7．関連当事者間の取引】

　当社が役員や主要株主等（関連当事者間）の取引を行う場合には、当該取引が当社及び株主共同の利益を害することのないよう、また、そうし
た懸念を抱かせないよう、細心の注意を払うべきと考えています。当社は、「取締役会規程」において、関連当事者取引は承認事項として承認手
続きを経ることとしています。なお、当該役員は特別利害関係人として議決権を行使できません。また、取締役会承認後実際に取引が行われた場
合、取締役会へ当該取引の報告を行い、開示の義務が生じる取引については株主総会招集通知や有価証券報告書等で当該取引を開示します。

【原則2-6．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は、企業年金制度を採用しておりません。

【原則3-1．情報開示の充実】

（ⅰ）当社の経営理念や中期経営計画は、当社ホームページ、決算説明会資料において開示しています。

（ⅱ）コーポレートガバナンスの基本的な考え方と基本方針は、本報告書及び有価証券報告書にて開示しています。

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬を決定するに当たっての方針と手続は、有価証券報告書にて開
示しています。

（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

　取締役の選解任については、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者でなければならないと考えておりま
す。

　手続きとしては、上記基準に照らして候補者を選定し、取締役会における議論及び承認を経た上で、株主総会で選任しております。また、監査等
委員である取締役については取締役会への上程前に、監査等委員会の同意を得るものとしております。

（ⅴ）取締役会が上記（ⅳ）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

　社外役員の選任理由は、「有価証券報告書」に個別に記載しております。その他の役員の選任理由は、選任時の「株主総会招集ご通知」に個人
別に記載しております。

【補充原則4-1①．経営陣への委任の範囲】

　取締役会は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、定款及び当社取締役会規程にて定められた決議事項、経営にかかわる重
要事項についての意思決定を行うとともに、取締役及び執行役員の職務執行を監督することをその役割としております。これら重要事項以外に関
する意思決定は、執行を行う取締役及び執行役員に委任することにより、迅速化に努めております。取締役は原則として株主から、会社の経営全
般を任されておりますが、その委任の範囲については、取締役会規程、業務分掌規程、決裁権限基準により定められております。

【原則4-9．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社取締役会は、会社法及び東京証券取引所が定める基準をもとに、当社と人的な関係、役員が関与した取引関係及び資本的関係がないこ
と、さらに一般株主と利益が相反しないことを独立性に関する基準または方針と考えており、現任の独立社外取締役については上記要件を満たし
ており、独立性は確保されていると考えております。

【補充原則4-11②．取締役の兼任状況】

　各取締役の、他の上場企業での兼任に関する条件については、コーポレートガバナンスに関する基本方針に定めております。現時点において
は、各取締役は、他の上場会社の役員は兼任しておらず、それぞれの役割・責務を適切に果たせる体制となっております。

【補充原則4-11③．取締役会の実効性評価】

　各取締役の自己評価および取締役会全体の実効性の分析・評価に付きましては、チェックリスト等を活用し、第三者の評価を経て、毎年取締役
会にてその結果を報告しております。

なお、2022年８月期における当社取締役会全体の実効性の分析・評価結果の概要につきましては、以下の通りであります。

・取締役会全体の実効性の分析・評価結果の概要

当社取締役会では、2022年８月期の取締役会全体の実効性の分析・評価について、取締役会の役割、構成、運営などの観点から確認した結果、
概ね良好に運用されており、現時点で大幅な改善に着手すべき事項はないものと評価しております。

一方、下記２点を課題として認識し、改善を図る必要があるとの指摘がなされました。

①取締役会の議案削減：重要な案件に集中するため、資産取得の決済金額や規程改定時について、取締役会決裁基準を見直す。

②重要案件の協議：重要案件については、検討期間を十分に確保できるよう、定時の取締役会を待たずとも随時進捗状況を共有する。

【補充原則4-14②．取締役のトレーニングの方針】

　当社では、取締役に対して、弁護士などの専門家によるセミナー等の受講を推奨しております。スキル・マトリックスを基に、全体的にスキルが不
足している分野を重点的に行う方針です。セミナー等を受講する際は、その費用を会社が負担しております。

【原則5-1．株主との建設的な対話に関する方針】

（１）株主との対話全般については、原則として執行役員管理本部長が統括を行っております。

（２）ＩＲ活動については、基本的に管理課が窓口となっており、常に関係各部署と連携し、臨機応変に対応できるよう体制を整えております。

（３）ＩＲ活動については、随時東京証券取引所や当社ホームページに開示しております。また、定期的に投資家向け決算説明会を開催しておりま
す。

（４）対話において把握された株主の意見・懸念については、毎月開催される取締役会において報告を行います。

（５）株主との対話については、インサイダー情報や特定情報の漏えいが行われないよう、適時開示規程やフェア・ディスクロージャー・ルールに則
り、細心の注意を払ってまいります。

２．資本構成



外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

PNコーポレーション株式会社 2,000,000 41.42

小田原　洋一 756,800 15.67

森田　樹里 145,000 3.00

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 121,100 2.51

株式会社小森コーポレーション 100,000 2.07

金　大鉱 88,400 1.83

池谷　誠一 80,000 1.66

吉岡　裕之 80,000 1.66

株式会社網中 52,300 1.08

ラクスル株式会社 40,000 0.83

支配株主（親会社を除く）の有無 小田原洋一

親会社の有無 なし

補足説明

１．上記のほか、当社が実質的に所有している自己株式が631,448株あります。

２．上記割合は、自己株式を控除して計算し、小数点以下第３位を四捨五入しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 8 月

業種 その他製品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

支配株主との取引については基本的には行わない方針ですが、取引を行う場合においては、その取引が当社の経営の健全性を損なってはいな
いか、その取引が合理的判断に照らし合わせて有効であるか、また、取引条件は他の外部取引と比較して適正であるか等に特に留意して、社外
取締役を中心とした特別委員会での審議・検討を経て取締役会の決議により行うこととしております。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項



組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 12 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 4 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

佐藤　清一 他の会社の出身者

大久保　範俊 税理士

上釜　明大 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

佐藤　清一 ○ ○ ―――

印刷関連資材及び企業経営に関する豊富な見
識を有する人材であり、職務遂行に適任である
と考えられるため。

なお、同氏は有価証券上場規程施行規則第21
1条第4項第6号に定める要件に該当せず、一
般株主と利益相反の生じるおそれはないものと
認識しております。

大久保　範俊 ○ ○

大久保範俊氏は、大久保範俊税理士事
務所及び大久保範俊行政書士事務所の
代表であり、つなぐコンサルタント合同会
社の代表社員であります。

税理士の資格を有しており、財務及び会計に
関する相当程度の知見を有し、業務遂行に適
任であると考えられるため。

上釜　明大 ○ ○
上釜明大氏は、弁護士法人福元法律事
務所に所属する弁護士であります。

弁護士の資格を有しており、法律に関する相当
程度の知見を有し、業務遂行に適任であると考
えられるため。



【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 0 0 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務の補助につきましては、管理部所属の担当者が兼任しております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

適切なコーポレート・ガバナンス体制の確立に向けて、三様監査それぞれの実効性を高め、全体の監査の質向上のため、独立した関係であり、か
つ相互連携を図っております。具体的には、監査等委員会及び会計監査人は、相互の監査計画の交換並びにその説明・報告（三様監査会議）や
実地棚卸の立ち会い等を連携して行っております。監査等委員会及び内部監査部門は、相互の監査計画の交換並びにその説明・報告（三様監査
会議）や業務の効率性の状況確認、会社法及び金融商品取引法等、法令に係わる内部統制への対応について連携して監査を実施しておりま
す。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。

独立社外取締役の選定にあたっては、東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則」や「上場管理等に関するガイドライン」に記載されている
社外役員の独立性に関する事項等を参考にしております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

その他

該当項目に関する補足説明

当社取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的に、従来の役員退職慰
労金に代わり譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。



ストックオプションの付与対象者 従業員

該当項目に関する補足説明

当社は、業績向上に対する意識を高めるため、従業員に対してストックオプションを付与しております。

役職に連動した株数を付与しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社では、役員報酬規程において、株主総会で承認された報酬の限度内において、職位と職務内容、責任、業績等を総合的に勘案した上で決定
する事を定めております。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役へのサポートは管理部が担当しております。取締役会の資料は事前に配布を行い、必要に応じて事前説明を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

イ　取締役会・役員体制

当社の取締役会は、取締役４名（うち社外取締役３名）で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しており
ます。社外取締役として印刷業界に精通した人材を招聘し、より広い視野にもとづいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能とする体制作り
を推進しております。

なお、取締役会の開催状況は、毎月１回以上の頻度で開催しており、現役員就任以降、全取締役はほぼ全ての取締役会に出席しております。社
外取締役につきましては、随時自らの見地にもとづいた意見や質問等を行っております。

また、支配株主と少数株主の利益が相反する重要な取引・行為については、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成する「特別委員会」
において審議・検討を行う体制を構築しております。

ロ　監査等委員会

当社監査等委員会は、監査等委員である社外取締役３名で構成され、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む
日常的活動の監査を行います。監査等委員である社外取締役は、それぞれの職業倫理の観点より経営監視を実施することとしております。監査
等委員である取締役は、株主総会や取締役会への出席や、取締役・従業員・会計監査人からの報告収受など法律上の権利行使のほか、重要な
経営会議への出席や工場への往査など実効性のあるモニタリングに取り組みます。

なお、監査等委員会の開催状況は、毎月１回以上の頻度で開催します。また、内部監査部門とも定期的にミーティングを行い、相互の監査計画並
びにその説明・報告を行います。

ハ　内部監査

当社は内部監査部門が定期的に内部監査を実施しております。監査結果については代表取締役に報告後、改善が必要な部署については改善指
示を行い、後日指摘事項の改善状況を再監査いたします。また、監査等委員会及び会計監査人と定期的に意見交換の場を設け、情報の共有を
図っております。

二　会計監査人

当社は史採監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査がなされております。

ホ　コンプライアンス委員会

当社は全社的な法令遵守の徹底をはかるためコンプライアンス委員会を設置し、３か月に一度以上開催しております。コンプライアンス委員会は
管理部長をコンプライアンス委員長とし、全社的なコンプライアンス担当である管理課長がコンプライアンス副委員長を兼任いたします。



３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社においては、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監
視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能
とすることで、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図る。社外取締役を選任し、監査等委
員会等と連携することで経営監視体制を実効的なものとすることが可能であると考え、監査等委員会設置会社制度を採用しております。具体的に
は、監査等委員である社外取締役３名を擁した監視・監督体制をとっております。また、監査等委員である社外取締役には印刷業界に精通した人
材、法律専門家及び会計専門家を招聘し、より広い視野での経営意思決定と社外からの経営監視が出来る体制を目指しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主の方々が十分な議案の検討時間を確保できるよう、招集通知の発送早期化に努め
ております。

電磁的方法による議決権の行使 今後、検討すべき事項と考えております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

今後、検討すべき事項と考えております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社コーポレートサイト上において掲載しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催
個人投資家向けの説明会は開催しておりませんが、今後開催することを検討
しております。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

アナリスト・機関投資家向けの説明会を開催し、代表取締役が業績や経営方
針を説明しております。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催 今後、検討すべき事項と考えております。 なし

IR資料のホームページ掲載 当社コーポレートサイト上にて情報を公開しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 管理部が担当しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社取締役会は、当社の長期的な企業価値向上のために、株主、従業員、顧客、取引
先、債権者、地域社会など様々なステークホルダーの利益を考慮します。

また、当社は、従業員を含む様々なステークホルダーが、当社における違法又は非倫理的
な慣行についての疑念を取締役会又は監査等委員会に伝えることができ、これによって当
社から不利益な取扱いを受けることがない旨を、コンプライアンス規程その他の関係する
社内規程に明記しております。



環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社では、環境に配慮した印刷商品を提供するため、2016年10月期から100％ノンＶＯＣイ
ンキ(注)を使用しております。

(注）ノンＶＯＣインキ　構成成分中の高沸点石油系溶剤を植物油等に置き換えて１％未満
に抑えたインキ

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

株主、投資家等をはじめとするあらゆるステークホルダーに、当社への理解を深めていた
だくために、積極的でタイムリーで公平な情報開示を行っていきます。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、以下のとおりに定める内部統制システムの整備に関する基本方針に従って体制を構築しております。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、監査等委員会を置き、監査等委員会規程および監査等委員会監査等規程[監査等委員会監査等基準]に基づき、取締役の職務執行に
ついて定期的に監査を実施する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、取締役の職務の執行に係る情報について、法令および「情報セキュリティ管理規程」「ＩＳＭＳマニュアル」に基づき適切に保存し、管理す
る。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、コンプライアンス規程、危機管理規程その他の社内規程において、当社のリスク管理体制及び有事の際の対応を明確化する。

また当社は、日常の労働安全衛生面、環境面、製品品質面及び情報セキュリティ面等に関して、当社内で開催する各種委員会等を通してリスク管
理を行う。業務担当部門においては、各々の業務に内在するリスクを専門的な立場から把握し、これを自律的に管理することとする。

経営企画室内に内部監査担当者をおき、定期的に内部監査を実施することで個別リスクを洗い出し、当社各部署におけるリスク管理状況を監査
し、その結果を当社の代表取締役社長に報告することにより、リスクを最小限にとどめるよう対応する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、取締役会を毎月および必要に応じて随時開催し、経営の意思決定の
迅速化と効率的な事業の運営を行う。

５．監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

当社は、監査等委員会が職務を補助すべき使用人を求めた場合、監査等委員会と協議の上、必要に応じて監査業務を補助する使用人を配置す
る。

６．５の使用人の当社の取締役（当該取締役および監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項

当該使用人は、監査等委員会の指揮命令の下にその職務を執行する。なお、当該使用人の人事考課、異動、懲戒については、監査等委員会の
同意を得る。

７．監査等委員会の５の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員会は必要に応じ、いつでも使用人に対して、業務執行に関する報告を求めることができるものとする。

８．取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制

監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行うとと
もに、法令の定める事項のほか、代表取締役との協議により定めた報告すべき事項について、取締役（監査等委員である取締役を除く。）から報
告を受けることとする。

９．８の報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利な扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、８の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、当該報告者に不利な扱いを行うことを禁止し、その旨を当社取締役及び使
用人に周知徹底する。

10．監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職
務の執行について生じる費用又は債務の処理に関する事項

監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続等の請求を当社にした場合は、当社がその請求に係る費用又は債務
が当該監査等委員会の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかにこれに応じる。

11．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

取締役会は、監査等委員が重要な会議等に出席する体制を整備するとともに、定期的に代表取締役、内部監査担当者および会計監査人と意見
交換する機会を設ける。

12．反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況

Ａ．反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方

　当社は、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反
社会的勢力（以下「反社会的勢力」という）との関係を一切遮断する。

Ｂ．反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況

ａ．「反社会的勢力対策規程」の運用を徹底する。

ｂ．「反社会的勢力調査マニュアル」及び「反社会的勢力対応マニュアル」の周知を徹底し、運用体制を強化する。

ｃ．コンプライアンス委員会を開催し、反社会的勢力情報の収集に取り組む。

ｄ．新規取引先や顧客等について、反社会的勢力との関係に関して確認を行う。



２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、コンプライアンス遵守を実践するために、コンプライアンス規程に基づき、コンプライアンス委員会を四半期に一度開催し、法令順守上の
リスク等について情報の共有を行っております。また、反社会的勢力対策規程を定めるとともに、反社会的勢力調査マニュアル及び反社会的勢力
対応マニュアルを制定し、その内容の周知徹底を図っております。

顧客に対しては、注文時「利用規約」に同意しなければ注文画面に進めないシステムとなっております。利用規約の第４条第７項（４）には、反社会
的勢力、反市場勢力その他その構成員、関係者、又はそのおそれがある者である場合には、当社サービスの利用を一時停止し、又は利用資格を
取り消すことができる旨を明記しております。

新規取引先については、外部調査機関等を用いて情報収集を行い、事前にチェックを行っております。取引先との間で締結する取引基本契約書
においても、反社会的勢力排除の項を設けております。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示体制の概要に関するフローの模式図を参考資料として添付しております。




